
RCEP ウェビナーシリーズ③
第３章：原産地規則

2021年11月8日 (月) 11:00 – 12:30 (日本時間)

10:00 – 11:30 (フィリピン時間)

連絡先：info_rpa@asean.or.jp

申し込み：セミナー受付

ゲスト講師
アラン・ゲプティ弁護士
フィリピン貿易産業省次官補
（産業・通商政策担当）

国際機関日本アセアンセンターでは、地域的な包括的経済連携協定 (RCEP) をよ
り有効にビジネスレベルで活用できることを目指し、RCEPの全章を対象とした
ウェビナーシリーズを実施しています。第３回は、第３章（原産地規則）を取り
上げます。

ゲストコメンテーター
(公財)日本関税協会
教育・セミナーグループ部長
長谷川 実也氏

開会挨拶
国際機関日本アセアンセンター

事務総長
平林 国彦

mailto:info_ti@asean.or.jp
https://data.asean.or.jp/form/seminar/app_seminar.aspx?id=85562085

